
 

 ○
総
務
省
告
示
第
三
百
八
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
番
号
計

画
（
令
和
元
年
総
務
省
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
九
月
八
日 

総
務
大
臣 

寺
田 

稔 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
変
更
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
変
更
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
変
更
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



  

変 
 

更 
 

後 

変 
 

更 
 

前 

第
１
 

総
則
 

第
１

 
［

同
左

］
 

１
 
定
義
 

１
 
［

同
左

］
 

 
⑴
 
こ
の
計
画
に
お
い
て
、
次
に
揚
げ
る
用
語
の
意
義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 
 

⑴
 
［

同
左

］
 

 
 
［
イ
 

略
］

 
 

 
［

イ
 
同

左
］

 

ロ
 

発
信
転
送

 
利
用
者
の
端
末
設
備
等
に
着
信

し
た

通
信

（
電

気
通

信
番

号
以

外
の

番
号

、
記

号
そ

の
他

の
符
号
を
着
信

先
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に

つ
い
て

、
当

該
端

末
設

備
等

を
識

別
す

る
利

用
者

設
備

識

別
番
号
に
発
信

元
を
変
更
し
、
又
は
新
た
に
設

定
し
て

、
当

該
利

用
者

が
指

定
す

る
端

末
設

備
等

に
自

動

的
に
転
送
す
る

こ
と
（
利
用
者
の
端
末
設
備
等

に
通
信

を
着

信
さ

せ
る

こ
と

な
く

、
こ

れ
と

同
等

の
機

能

を
電
気
通

信
事

業
者
が
設
置
す
る
通
信
の
制
御

機
能
を

有
す

る
設

備
そ

の
他

の
電

気
通

信
設

備
に

よ
り

提

供
す
る
こ

と
を
含
む
。
）
。
 

 
 

ロ
 
発

信
転

送
 
利

用
者
の
端
末

設
備
等
に
着
信
し
た
通
信

（
電
気
通
信
番
号
以
外
の

番
号
、
記
号
そ
の
他

の
符

号
を

着
信

先
と

す
る
も
の
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
、
当

該
端
末
設
備
等
を
識
別
す
る

利
用
者
設
備
識

別
番

号
に

発
信

元
を

変
更
し
、
又
は

新
た
に
設
定
し
て
、
当

該
利
用
者
が
指
定
す
る
端
末

設
備
等
に
自
動

的
に

転
送

す
る

こ
と
 

ハ
 

着
信
転
送

 
利
用
者
の
端
末
設
備
等
に
着
信

し
た

通
信

（
利

用
者

設
備

識
別

番
号

を
着

信
先

と
す

る
も

の
に

限
る

。
）

に
つ

い
て

、
発

信
先

を
当

該
利

用
者

が
あ

ら
か

じ
め

指
定

し
た
電

気
通

信
番

号
に

変
更

（
電
気
通
信
番

号
以
外
の
番
号
、
記
号
そ
の
他

の
符
号

を
設

定
す

る
こ

と
を

含
む

。
）

し
、

当
該

発
信

先

に
自
動
的
に
転

送
す
る
こ
と
（
利
用
者
の
端
末

設
備
等

に
通

信
を

着
信

さ
せ

る
こ

と
な

く
、

こ
れ

と
同

等

の
機
能
を

電
気

通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
通
信

の
制
御

機
能

を
有

す
る

設
備

そ
の

他
の

電
気

通
信

設
備

に

よ
り
提
供

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。
 

 
 

ハ
 
着

信
転

送
 
利

用
者
の
端
末

設
備
等
に
着
信
し
た
通
信

（
利
用
者
設
備
識
別
番
号

を
着
信
先
と
す
る
も

の
に

限
る

。
）

に
つ

い
て

、
発

信
先

を
当

該
利

用
者

が
あ

ら
か

じ
め

指
定

し
た
電

気
通

信
番

号
に

変
更

（
電

気
通

信
番

号
以

外
の
番
号
、
記

号
そ
の
他
の
符
号
を
設

定
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
し

、
当
該
発
信
先

に
自

動
的

に
転

送
す

る
こ
と
 

 
 
［
ニ
～
カ
 

略
］
 

 
 

［
ニ

～
カ

 
同

左
］

 

 
［
⑵
 

略
］
 

 
［

⑵
 
同

左
］

 

［
２
～
４
 

略
］

 
［

２
～

４
 
同

左
］

 

５
 
総
務
省
は

、
第
２
の
５
⑴
の
確
認
の
円
滑
化
を

図
る
た

め
、

電
気

通
信

事
業

報
告

規
則

（
昭

和
6
3年

郵
政

省

令
第

46号
）
第

８
条
の
報
告
の
状
況
を
踏
ま
え
、

電
気
通
信

番
号

使
用

計
画

の
認

定
（

法
第

50
条

の
２

第
３

項

の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
も
の
を
含
む
。
）
の
状
況
を
公
表

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

［
新

設
］

 

第
２
 

電
気
通
信

番
号
の
使
用
に
関
す
る
基
本
的
事
項
 

第
２

 
［

同
左

］
 

電
気
通
信
事
業

者
は
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に

当
た
り
電

気
通

信
番

号
を

使
用

す
る

場
合

は
、

次
に

掲
げ

る

事
項
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

［
同

左
］

 

［
１
～
４
 

略
］

 
［

１
～

４
 
同

左
］

 

５
 
利
用
者
設

備
識
別
番
号
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
電

気
通

信
番

号
の

使
用

に
関

す
る

条
件

に
よ

る
ほ

か
、

第
３
に
定
め
る

事
項
に
よ
る
こ
と
。
 

［
新

設
］

 

⑴
 

他
の
電
気

通
信
事
業
者
へ
の
利
用
者
設
備
識

別
番
号
を

使
用

す
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
当

た
っ

て

は
、
当
該
他

の
電
気
通
信
事
業
者
が
電
気
通
信

番
号
使
用

計
画

の
認

定
を

受
け

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ

と
。
 

 

⑵
 

他
の
電
気

通
信
事
業
者
へ
の
利
用
者
設
備
識

別
番
号
を

使
用

す
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

に
関

す
る

契

約
を
締
結
す

る
に
際
し
て
は
、
当
該
契
約
に
関

す
る
書
面

（
電

磁
的

記
録

を
含

む
。

⑶
に

お
い

て
同

じ
。

）

に
お
い
て
、

当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
が
当

該
利
用
者

設
備

識
別

番
号

に
係

る
電

気
通

信
番

号
の

使
用

に

関
す
る
条
件

（
こ
の
５
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む

。
⑶
に
お

い
て

同
じ

。
）

を
遵

守
す

る
こ

と
に

つ
い

て
合

意

 



  

す
る
こ
と
。

 

⑶
 

利
用
者
設

備
識
別
番
号
を
使
用
す
る
電
気
通

信
役
務
の

提
供

に
関

す
る

契
約

（
当

該
契

約
に

関
す

る
書

面

に
お

い
て

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

で
あ

る
こ

と
を

特
定

す
る

も
の

を
除

く
。
）

を
締

結
す

る
に

際
し

て

は
、
当
該
契

約
に
関
す
る
書
面
に
お
い
て
、
当

該
契
約
の

相
手

方
で

あ
る

利
用

者
に

対
し

て
、

当
該

利
用

者

が
当
該
電
気

通
信
役
務
を
自
ら
の
電
気
通
信
事

業
の
用
に

供
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
利

用
者

設
備

識
別

番

号
に
係
る
電

気
通
信
番
号
の
使
用
に
関
す
る
条
件
を
遵
守

す
る

よ
う

求
め

る
こ

と
。

 

 

⑷
 

他
の
電
気

通
信
事
業
者
か
ら
利
用
者
設
備
識

別
番
号
を

使
用

す
る

電
気

通
信

役
務

の
提

供
を

受
け

る
に

際

し
て

は
、

特
別

の
事

情
が

な
い

限
り

、
当

該
提

供
を

受
け

る
者

は
、

当
該

他
の
電

気
通

信
事

業
者

に
対

し

て
、
当
該
電

気
通
信
役
務
を
自
ら
の
電
気
通
信

事
業
の
用

に
供

す
る

こ
と

及
び

自
ら

が
電

気
通

信
番

号
使

用

計
画
の
認
定

を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
申

し
出

る
こ

と
。

 

 

⑸
 

利
用
者
設

備
識
別
番
号
を
使
用
す
る
卸
電
気

通
信
役
務

の
提

供
に

関
す

る
契

約
を

締
結

し
た

場
合

は
、

当

該
契
約
の
相

手
方
と
の
間
に
お
い
て
、
卸
元
事

業
者
の
電

気
通

信
番

号
の

管
理

に
資

す
る

た
め

に
、

必
要

な

連
絡
体
制
の

構
築
を
図
る
こ
と
。
 

 

６
 
事
業
者
設

備
等
識
別
番
号
（
プ
レ
フ
ィ
ッ
ク
ス

を
除
く

。
）

に
つ

い
て

は
、

第
４

に
定

め
る

事
項

に
よ

る
こ

と
。
 

［
新

設
］

 

７
 
プ
レ
フ
ィ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
第
５
に
定
め
る
事
項

に
よ

る
こ

と
。
 

［
新

設
］

 

［
第
３
～
第
５
 

略
］
 

［
第

３
～

第
５

 
同

左
］

 

別
表
第
１
 

固
定

電
話
番
号
の
細
目
 

別
表

第
１

 
［

同
左

］
 

固
定

電
話

番
号

の
電

気
通

信
番

号
の

構
成

の
う

ち
Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

は
、
次

の
表

の
番

号
区

画
の

欄
の

区
分

に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
市
外
局
番
の
欄
に
定
め
る
番

号
及
び
市

内
局

番
（

Ｂ
Ｃ

Ｄ
Ｅ

（
市

外
局

番
が

１
桁

の
場

合

に
限

る
。

）
、

Ｃ
Ｄ

Ｅ
（

市
外

局
番

が
２

桁
の

場
合

に
限

る
。

）
、

Ｄ
Ｅ

（
市

外
局

番
が

３
桁

の
場

合
に

限

る
。
）
又
は
Ｅ

（
市
外
局
番
が
４
桁
の
場
合
に
限
る

。
）
を
い

う
。

）
に

よ
り

構
成

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。
た

だ

し
、
固
定
端
末

系
伝
送
路
設
備
に
お
い
て
、
こ
れ
に

よ
る
こ
と

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
と

総
務

大
臣

が
認

め
る

と

き
は
、
他
の
電
気

通
信
番
号
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

［
同

左
］

 

 番
号
区
画
コ
ー

ド
 

番
 
号
 
区

 
画

 
市

外
局

番
 

 
 番

号
区

画
コ

ー
ド

 
番
 

号
 

区
 

画
 

市
外
局
番
 

 

 ［
略
］
 

 
 ［
同

左
］

 
 

 592 
福

岡
県
直

方
市
、
宮

若
市
、

鞍
手

郡
鞍

手
町

（
市

外
局

番
を

除
く

電
気

通
信

番
号

に
よ

る
発

信
に

つ
い

て
は

、
番

号
区

画
コ

ー
ド

5
93の

番
号
区
画
を
含
む
。
）
 

９
４

９
 

 
 592 

福
岡

県
直
方
市
、
宮
若
市
、
鞍
手
郡
鞍
手
町

 
９
４
９
 

 

 593 
福

岡
県
鞍

手
郡
小
竹

町
（
市

外
局

番
を

除
く

電
気

通
信

番
号

に
よ

る
発

信
に

つ
い

て
は

、
番

号
区

画
コ

ー
ド

5
92
の

番
号

区
画

を
含

む
。
）
 

９
４

９
 

 
 593 

福
岡

県
鞍
手
郡
小
竹
町

 
９
４
９
 

 

 ［
略
］
 

 
 ［
同

左
］

 
 

［
注
１
・
注
２

 
略
］
 

［
注

１
・

注
２

 
同

左
］

 

［
別
表
第
２
・
別
表
第
３
 

略
］
 

［
別

表
第

２
・

別
表

第
３

 
同

左
］
 

別
表
第
４
 

本
人

特
定
事
項
の
確
認
方
法
 

別
表

第
４

 
[同

左
] 



  

［
１
～
５
 

略
］
 

［
１

～
５

 
同

左
］

 

６
 
２
に
規
定

す
る
方
法
に
お
い
て
、
特
定
事
業
者

が
提
示

又
は

送
付

を
受

け
る

書
類

は
、

次
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ
れ
ぞ

れ
に

定
め
る
書
類

の
い
ず
れ
か

と
す
る
。
た

だ
し

、
(
1)

イ
及

び
ハ

に
掲

げ
る

本
人

確
認

書
類

（
特

定
取

引
等
を

行
う

た
め
の

申
込

み
又

は
承
諾

に
係
る

書
類

に
最
終

利
用

者
が

押
印
し

た
印
鑑

に
係

る
印

鑑
登

録
証

明
書
を

除
く
。

）
並

び
に
有

効
期

間
又
は

有
効

期
限
の

あ
る

(1)
ロ

及
び

ホ
、

(2
)
ロ

に
掲

げ
る

本

人
確

認
書
類
並
び
に

(3
)に

定
め
る
本
人
確

認
書
類
に
あ

っ
て

は
特

定
事

業
者

が
提

示
又

は
送

付
を

受
け

る
日

に
お

い
て

有
効
な

も
の

に
、
そ

の
他

の
本

人
確
認

書
類
に

あ
っ

て
は
特

定
事

業
者

が
提
示

又
は
送

付
を

受
け

る
日
前
６
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
 

６
 
［

同
左

］
 

(
1)
 自

然
人
（
(
3)に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
 
次
に
掲
げ

る
書

類
の

い
ず

れ
か

 
(
1)
 ［

同
左

］
 

 
［
イ
・
ロ
 

略
］
 

 
［

イ
・

ロ
 
同

左
］

 

 
ハ
 

国
民
健

康
保
険
、
健
康
保
険
、
船
員
保
険

、
後
期
高

齢
者

医
療

若
し

く
は

介
護

保
険

の
被

保
険

者
証

、

健
康
保
険
日
雇

特
例
被
保
険
者
手
帳
、
国
家
公

務
員
共

済
組

合
若

し
く

は
地

方
公

務
員

共
済

組
合

の
組

合

員
証
、
私
立
学

校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者

証
、
児

童
扶

養
手

当
証

書
、

特
別

児
童

扶
養

手
当

証
書

若

し
く
は
母

子
健

康
手
帳
（
当
該
自
然
人
の
氏
名

、
住
居

及
び

生
年

月
日

の
記

載
が

あ
る

も
の

に
限

る
。

）

又
は
特
定

取
引

等
を
行
う
た
め
の
申
込
み
若
し

く
は
承

諾
に

係
る

書
類

に
最

終
利

用
者

が
押

印
し

た
印

鑑

に
係
る
印

鑑
登
録
証
明
書

 

 
ハ

 
国

民
健

康
保

険
、

健
康
保
険

、
船
員
保
険
、
後
期
高
齢

者
医
療
若
し
く
は
介
護
保

険
の
被
保
険
者
証
、

健
康

保
険

日
雇

特
例

被
保
険
者
手
帳

、
国
家
公
務
員
共
済
組

合
若
し
く
は
地
方
公
務
員
共

済
組
合
の
組
合

員
証

、
私

立
学

校
教

職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
証
、
国
民
年
金
法
（
昭
和

34
年
法
律
第

1
41

号
）
第

1
3

条
第

１
項

に
規

定
す

る
国
民
年
金
手

帳
、
児
童
扶
養
手
当
証

書
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
証

書
若
し
く
は
母

子
健

康
手

帳
（

当
該

自
然
人
の
氏
名

、
住
居
及
び
生
年
月
日

の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る

。
）
又
は
特
定

取
引

等
を

行
う

た
め

の
申
込
み
若
し

く
は
承
諾
に
係
る
書
類

に
最
終
利
用
者
が
押
印
し
た

印
鑑
に
係
る
印

鑑
登

録
証

明
書
 

 
［
ニ
・
ホ
 

略
］
 

 
［

ニ
・

ホ
 
同

左
］

 

［
(
2)・

(3
) 

略
］
 

［
(
2)・

(3
) 

同
左

］
 

附 

則 

附 

則 

［
１
～
４ 

略
］ 

［
１
～
４ 

同
上
］ 

５ 

当
分
の
間
、
第
２
の
５
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
伝
送
携
帯
電
話
番
号
、
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
及

び
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｉ
に
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
）
は
注
記
で
あ
る
。 



   
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
番
号
計
画
第
１
、
別
表
第
１
及
び
別

表
第
４
の
変
更
規
定
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
変
更
後
の
電
気
通
信
番
号
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
計
画
」
と
い
う
。
）
別
表
第
４

の
６
⑴
ハ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
に
お
い
て
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
国
民
年

金
手
帳
（
同
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
年
金
手
帳
を
い
い
、
当
該
国
民
年
金
手
帳
に
自
然
人
の
氏
名
、
住
居
及
び
生
年
月
日
の
記

載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
年
金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号
）
附
則
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）

に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
と
み
な
さ
れ
る
間
は
、
新
計
画
別
表
第
４
の
６

⑴
ハ
に
掲
げ
る
書
類
と
み
な
す
。 


